
定時株主総会
招集ご通知

第43期

場所

日時

ご来場について

株主の皆様におかれましては、新型コロナウイル
ス感染拡大防止の観点から、本株主総会につきま
しては、極力書面により事前の議決権行使をいた
だき、株主総会当日のご来場をお控えいただきま
すようお願い申し上げます。なお、株主総会後の
経営近況報告会の開催はございません。

証券コード 3710

定時株主総会招集ご通知       1
事業報告      2
連結計算書類     21
計算書類     24
監査報告書     27
株主総会参考書類     32
　第1号議案　定款一部変更の件
　第2号議案　取締役5名選任の件
　第3号議案　会計監査人選任の件

目次

令和4年12月22日（木）
午前10時
新宿野村ビル2階
野村コンファレンスプラザ新宿
コンファレンスＡ

005_9275401102212.indd   1005_9275401102212.indd   1 2022/11/25   13:20:442022/11/25   13:20:44



― 1 ―

証券コード 3710
令和４年12月７日

株 主 各 位
東京都新宿区新宿二丁目５番10号

代表取締役社長 佐 藤 俊 和
第43期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別なご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当社第43期定時株主総会を下記の通り開催いたしますので、ご通知申し上げます。
株主の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、本株主総会につ

きましては、極力書面により事前の議決権行使をいただき、株主総会当日のご来場をお控えいた
だきますようお願い申し上げます。お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただき、同
封の議決権行使書用紙に賛否をご表示の上、令和４年12月21日（水曜日）午後６時までに到着
するよう、ご送付くださいますようお願い申し上げます。

敬 具
記

1. 日 時 令和４年12月22日（木曜日）午前10時
2. 場 所 東京都新宿区西新宿一丁目26番２号 新宿野村ビル２階

野村コンファレンスプラザ新宿 コンファレンスＡ
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

3. 目的事項
報 告 事 項 1. 第43期（令和３年10月１日から令和４年９月30日まで）事業報告の内

容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類
監査結果報告の件

2. 第43期（令和３年10月１日から令和４年９月30日まで）計算書類の内
容報告の件

決 議 事 項
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役５名選任の件
第３号議案 会計監査人選任の件

4. インターネット
開示についての
ご 案 内

当社は、法令及び当社定款第14条の規定に基づき、添付書類のうち次に
掲げる事項を当社ウェブサイト（https://www.jorudan.co.jp/ir/）に掲載
しておりますので、本添付書類には記載しておりません。
（1）連結計算書類の「連結注記表」
（2）計算書類の「個別注記表」

以 上
◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
◎ 添付書類及び株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネットの当社ウェブサイトの関連ページ
（https://www.jorudan.co.jp/ir/）に掲載させていただきます。
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（添付書類）

事 業 報 告
(令和令和３４年年10９月月１30日から日まで)

Ⅰ 企業集団の現況に関する事項
1. 事業の経過及び成果
当連結会計年度（令和３年10月１日～令和４年９月30日）におきましては、新型コロナウ
イルス感染症による厳しい状況が緩和され、わが国の景気は緩やかに持ち直してまいりまし
た。一方で、世界的な金融引き締め等を背景とした海外景気の下振れが、わが国の景気を下
押しするリスクも生じております。
情報通信業界におきましては、企業のソフトウエア投資は緩やかに増加しており、情報サ
ービス業及びインターネット附随サービス業の売上高についても前連結会計年度（令和２年
10月１日～令和３年９月30日）と比べ増加となりました。また、１世帯当たりのインターネ
ットを利用した支出についても増加となりました。このような中、IoT（モノのインターネ
ット）やAI（人工知能）技術の高度化・実用化の進展等、情報通信に関する市場環境の変化
は更に加速してまいりました。また、交通サービスの領域におきましても、「MaaS
（Mobility as a Service）」（モビリティのサービス化：各種の移動手段を組み合わせる等に
より、移動をサービスとして利用できる形で提供するもの）の流れが進展してまいりました。
一方で、新型コロナウイルス感染症の影響による移動や外出についての質的・量的変化は、
「MaaS」の展開にも大きな影響を与えております。
当社グループにおきましても、この市場環境の変化に対応した事業展開のための基盤整備
に取り組んでおり、「乗換案内」の各種インターネットサービスは多くの方々に広くご利用い
ただくに至っております。現状においては新型コロナウイルス感染症の影響によりこれらの
利用は減少しているものの、人々の移動需要の持ち直しを含め足下の回復傾向は続いており、
今後の更なる回復にも期待を持てる状況となっております。
このような環境の中で、当連結会計年度における当社グループの売上高は26億51百万円

（前連結会計年度比1.6％増）、営業損失は35百万円（前連結会計年度は88百万円の利益）、経
常利益は１億96百万円（前連結会計年度比29.3％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は
65百万円（前連結会計年度比34.8％増）という経営成績となりました。
売上高につきましては、乗換案内事業の売上高が減少したものの、ソフトウエア事業の売

上高が大きく増加したこと等により、全体として前連結会計年度と比べやや増加いたしまし
た。営業損益につきましては、利益率の高い事業の売上高の減少や今後の事業展開等を見据
えた費用の増加等の影響が大きく、営業損失が発生いたしました。経常利益につきましては、
為替差益の大幅な増加や、実証実験等の研究開発活動に伴う補助金等の計上による助成金収
入の増加等があり、前連結会計年度と比べ増加いたしました。また、これらの影響により、
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親会社株主に帰属する当期純利益につきましても、前連結会計年度と比べ増加いたしまし
た。

※当連結会計年度より、「収益認識に関する会計基準」等を適用しており、遡及適用後の数
値で前連結会計年度との比較を行っております。

事業別の状況については、以下のとおりです。

（乗換案内事業）
乗換案内事業では、旅行関連の事業や広告等の売上高が前連結会計年度と比べ持ち直した
ものの、モバイル向け有料サービス等の売上高が減少し、乗換案内事業全体の売上高も減少
いたしました。また、実証実験等の今後の事業展開を見据えた費用の増加等の影響も大きく、
乗換案内事業全体の利益は大きく減少いたしました。
それらの結果、売上高22億33百万円（前連結会計年度比2.6％減）、営業利益２億13百万

円（前連結会計年度比37.8％減）となりました。

（マルチメディア事業）
マルチメディア事業では、出版関連事業における売上高が前連結会計年度並みとなったこ
と等により、マルチメディア事業全体の売上高についても前連結会計年度並みとなりました。
一方で、費用削減に努めており、損益面では改善いたしました。
それらの結果、売上高15百万円（前連結会計年度比1.4％減）、営業損失13百万円（前連結

会計年度は18百万円の損失）となりました。

（ソフトウエア事業）
ソフトウエア事業では、新規案件の受注・納品が順調に推移したこと等により、ソフトウ
エア全体の売上高は大きく増加いたしました。これに伴い、ソフトウエア全体の利益も増加
いたしました。
それらの結果、売上高４億30百万円（前連結会計年度比29.9％増）、営業利益76百万円

（前連結会計年度比74.5％増）となりました。

（ハードウエア事業）
ハードウエア事業では、積極的に事業拡大を図ったこと等により、ハードウエア全体の売
上高は増加いたしました。一方で、在庫処理等も行っており、損失が拡大いたしました。
それらの結果、売上高65百万円（前連結会計年度比69.4％増）、営業損失24百万円（前連

結会計年度は０百万円の損失）となりました。
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（その他）
その他の事業におきましては、大きな変動はなく、売上高15百万円（前連結会計年度比
2.8％減）、営業利益０百万円（前連結会計年度比46.9％減）となりました。

※事業別の売上高は、事業間の内部売上高を相殺しておりません。また、営業利益又は損失
は、連結損益計算書における営業損益をベースとしておりますが、各事業に配分していな
い全社費用及び事業間の内部取引費用の控除前の数値であり、合計は連結営業損益と一致
しておりません。

※前連結会計年度まで「その他」に含まれていた「ソフトウエア事業」及び「ハードウエア
事業」について、重要性が増したため、当連結会計年度より独立した事業区分として記載
する方法に変更しております。

2. 設備投資の状況
当連結会計年度における設備投資の総額は57百万円であります。その主なものは、データ
センター設備の増設のための工具、器具及び備品の購入等であります。

3. 資金調達の状況
当連結会計年度中は、経常的な調達のほかは、社債または新株式の発行等による資金調達
は行っておりません。

4. 他の会社の株式の取得又は処分の状況
当社は、令和３年11月から12月にかけて、東京メトロポリタンテレビジョン株式会社の
株式を２億４百万円で追加取得いたしました。
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(当期)
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第41期

親会社株主に帰属する当期純利益／
１株当たり当期純利益（単位：百万円／円）

第40期 第42期 第43期
(当期)

第41期

第42期 第43期
(当期)

第42期

4,332

275
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5,704
4,698

3,474
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5,501
4,834

5252

第43期
(当期)

5,615

2,610

151
48

4,934

2,651
196

65

5,822
4,969

5. 財産及び損益の状況
① 当社グループ

区 分
第40期 第41期 第42期 第43期

（当連結会計年度）
(平成30年10月１日から令和元年９月30日まで) (令和元年10月１日から令和２年９月30日まで) (令和２年10月１日から令和３年９月30日まで) (令和３年10月１日から令和４年９月30日まで)

売 上 高（千円） 4,332,053 3,474,514 2,610,149 2,651,761
経 常 利 益（千円） 275,263 223,145 151,728 196,174
親 会 社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益（千円） 128,328 52,395 48,530 65,435

１株当たり当期純利益（円） 24.99 10.19 9.44 12.81
総 資 産（千円） 5,704,930 5,501,397 5,615,720 5,822,041
純 資 産（千円） 4,698,768 4,834,047 4,934,866 4,969,421
（注） 1. １株当たり当期純利益を除き、千円未満は切り捨てております。

2. １株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数（自己株式を控除した株式数）に基づき算出して
おります。

3. 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 令和２年３月31日）等を第43期より適用して
おり、第42期については当該会計基準等の遡及適用後の数値を記載しております。
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② 当社

区 分
第40期 第41期 第42期 第43期

（当事業年度）
(平成30年10月１日から令和元年９月30日まで) (令和元年10月１日から令和２年９月30日まで) (令和２年10月１日から令和３年９月30日まで) (令和３年10月１日から令和４年９月30日まで)

売 上 高（千円） 3,626,748 3,122,629 2,297,790 2,267,645
経 常 利 益（千円） 297,513 377,434 176,370 196,640
当 期 純 利 益（千円） 210,782 80,662 156,545 133,864
１株当たり当期純利益（円） 41.05 15.69 30.46 26.21
総 資 産（千円） 5,182,605 5,008,902 5,099,765 5,350,198
純 資 産（千円） 4,415,499 4,429,298 4,508,926 4,582,006
（注） 1. １株当たり当期純利益を除き、千円未満は切り捨てております。

2. １株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数（自己株式を控除した株式数）に基づき算出して
おります。

3. 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 令和２年３月31日）等を第43期より適用して
おり、第42期については当該会計基準等の遡及適用後の数値を記載しております。

6. 対処すべき課題
当社グループの事業は、主としてICT（情報通信）産業に属しており、中でも位置や移動
に関わるアプリケーション・コンテンツといった分野を中核事業としております。これらの
分野においては、新たな技術やそれを利用したサービスや事業の登場といった大きな環境の
変化が常に起こっております。最近では、「MaaS」の取り組みが各所で行われるとともに
更なる進展が期待されており、当社グループにおいても「MaaS」の事業展開を更に加速す
ることが必要な状況となっております。加えて、当社グループは、従来のソフトウエアの分
野のみならず、ハードウエアの分野にも事業領域を拡大しつつあります。
また、新型コロナウイルス感染症が人々の移動需要に大きな影響を与えており、回復傾向

が続く状況ではあるものの、「ウィズコロナ」の新たな段階への移行が進められる中、事業
環境の変化も想定されます。
このような状況下においては、変化に対応する事業戦略を有していること、そこで求めら
れる新技術やノウハウを常に先行して蓄積し続けること、及びそれらを可能にする体制が構
築されていること等が重要であると考えております。
上記を踏まえ、当社グループといたしましては、①「ウィズコロナ」への対応、②収益源
の多様化、③他企業との連携、④新規事業の立ち上げ、⑤優秀な人材の発掘及び育成、⑥各
種ソフトウエア・ハードウエア技術の蓄積、⑦製品・サービスの信頼性・利便性向上、⑧情
報セキュリティの強化、⑨コーポレート・ガバナンス体制の強化、⑩内部体制の充実、⑪海
外展開等の施策を実施してまいります。
株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し

上げます。
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7. 重要な親会社及び子会社の状況
① 重要な親会社の状況

該当する事項はありません。
② 重要な子会社の状況

会 社 名 資本金 当社の出資比率 主要な事業内容

コンパスティービー株式会社 40,000千円 100.0％ 広告代理業

ゼストプロ株式会社 63,000千円 96.6％ システム・ソフトウエア
の設計・開発

有限会社プロセス 3,000千円 100.0％ 情報機器等の
レンタル・リース

株式会社Doreicu 15,000千円 90.0％ ウェブサイトの開発・運営
広告販売・販促支援

Jorudan Transit Directory, Inc. 1,500千米ドル 100.0％ ソフトウエア・コンテンツ
の企画・開発

イーツアー株式会社 100,000千円 100.0％ インターネットによる
旅行商品の販売

株式会社悟空出版 20,000千円 90.0％ 出版業

株式会社ジェイフロンティア 12,500千円 100.0％ システム・ソフトウエア
の設計・開発

J MaaS株式会社 182,000千円 88.3％ ICTを活用した移動手段の
手配・販売・提供サービス

若尓丹（上海）軟件開發有限公司 800千米ドル 87.5％ システム・ソフトウエア
の設計・開発

杰昱（上海）信息技術有限公司 5,000千人民元 100.0％ ハードウエア
の販売・保守

（注）１．有限会社プロセスに対する当社の出資比率は、ゼストプロ株式会社を通じた間接所有であります。
２．杰昱（上海）信息技術有限公司に対する当社の出資比率は、若尓丹（上海）軟件開發有限公司を通じ
た間接所有であります。
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8. 主要な事業内容
事業区分 主 な 事 業 内 容

乗 換 案 内
鉄道等の経路検索・運賃計算ソフトウエア「乗換案内」の開発・製造及び販売、モ
バイル及びインターネット向け「乗換案内」及び付随サービスの提供、旅行商品・
モバイルチケット等の企画・手配・販売、飲食店情報の提供等

マ ル チ メ デ ィ ア 各種メディアによる出版、エンターテイメントコンテンツの提供

ソ フ ト ウ エ ア システム・ソフトウエアの企画・設計・開発・保守

ハ ー ド ウ エ ア ハードウエアの販売・保守

そ の 他 情報関連機器のレンタル・リース

9. 主要な事業所
① 当社の事業所

名 称 所 在 地

本 社 東京都新宿区新宿二丁目５番10号

② 重要な子会社の事業所
名 称 所 在 地

コンパスティービー株式会社 東京都新宿区新宿二丁目５番10号

ゼストプロ株式会社 北海道函館市昭和三丁目29番50号

有限会社プロセス 北海道函館市昭和三丁目29番50号

株式会社Doreicu 東京都新宿区新宿二丁目５番10号

Jorudan Transit Directory, Inc. 500 Sutter Street, Suite 922, San Francisco, California 94102, USA

イーツアー株式会社 東京都新宿区新宿二丁目５番10号

株式会社悟空出版 東京都新宿区新宿二丁目５番10号

株式会社ジェイフロンティア 東京都新宿区高田馬場一丁目31番７号

J MaaS株式会社 東京都新宿区新宿二丁目５番10号

若尓丹（上海）軟件開發有限公司 中国上海市黄浦区延安東路175号

杰昱（上海）信息技術有限公司 中国上海市黄浦区延安東路175号
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10. 従業員の状況
① 当社グループ

従業員数 前連結会計年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数
199名 ±０名 41.0歳 10年９ヶ月

② 当社
従業員数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数

153名 +３名 41.6歳 11年４ヶ月
（注） 従業員数には、使用人兼務取締役は含んでおりません。

11. 主要な借入先
借 入 先 借 入 金 残 高

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 30,004千円

12. その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当する事項はありません。
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Ⅱ 会社の状況に関する事項
1. 会社の株式に関する事項
① 発行可能株式総数 19,000,000株
② 発行済株式の総数 5,255,000株（自己株式154,280株を含む）
③ 株 主 数 4,508名
④ 大 株 主

株 主 名 持 株 数 持株比率
株 ％

佐 藤 俊 和 2,627,660 51.51
坂 口 京 333,980 6.54
ジ ョ ル ダ ン 従 業 員 持 株 会 192,500 3.77
岩 田 明 夫 120,000 2.35
佐 藤 照 子 90,000 1.76
小 田 恭 司 74,160 1.45
若 杉 精 三 郎 70,000 1.37
上 田 八 木 短 資 株 式 会 社 67,800 1.32
山 野 井 さ ち 子 60,000 1.17
愛 子 観 光 バ ス 株 式 会 社 42,700 0.83

（注） 1. 当社は、自己株式154,280株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2. 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
⑤ その他株式に関する重要な事項
当社は、資本効率の向上を図るとともに、企業環境の変化に対応した機動的な資本政策の
遂行を可能とするため、会社法第459条第１項の規定による定款の定めにより、令和３年11
月11日の当社取締役会決議に基づき、令和３年11月18日から令和３年12月17日の間、市場
取引により、39,300株の自己株式を総額29,943千円で取得いたしました。

2. 会社の新株予約権等に関する事項
該当する事項はありません。
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3. 会社役員に関する事項
① 取締役及び監査役に関する事項
地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 佐 藤 俊 和

社 長 執 行 役 員
コ ン パ ス テ ィ ー ビ ー 株 式 会 社 代 表 取 締 役
Ｊｏｒｕｄａｎ Ｔｒａｎｓｉｔ Ｄｉｒｅｃｔｏｒｙ, Ｉｎｃ. Ｐｒｅｓｉｄｅｎｔ
J MaaS 株 式 会 社 代 表 取 締 役
株 式 会 社 悟 空 出 版 代 表 取 締 役

取 締 役 坂 口 京 ―

取 締 役 佐 藤 博 志 執 行 役 員
戦 略 企 画 部 長

取 締 役 東 條 巌 株 式 会 社 数 理 技 研 特 別 顧 問
長 城 コ ン サ ル テ ィ ン グ 株 式 会 社 社 外 取 締 役

取 締 役 馬 野 耕 至 東京メトロポリタンテレビジョン株式会社 社外取締役
常 勤 監 査 役 湯 澤 千 克 ―
監 査 役 窪 田 哲 夫 ―

監 査 役 五十嵐 雅 子
学 校 法 人 メ イ ・ ウ シ ヤ マ 学 園 理 事 長 補 佐
ハ リ ウ ッ ド 大 学 院 大 学 特 任 教 授
株 式 会 社 愛 郷 舎 代 表 取 締 役

監 査 役 森 健 夫

関西広域連合 本部事務局参与・大阪関西万博担当企画参事
ワールドマスターズゲームズ2021関西組織委員会 参与
京 都 大 学 経 営 管 理 大 学 院 特 命 教 授
関 西 広 域 交 通 シ ス テ ム 研 究 会 事 務 局 長
COE 総 研 株 式 会 社 代 表 取 締 役

（注） 1. 令和３年12月23日開催の第42期定時株主総会において、森健夫氏が監査役に新たに選任され、就任
いたしました。

2. 井門俊治氏は、令和３年12月23日開催の第42期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により監
査役を退任いたしました。

3. 取締役 東條巌氏、馬野耕至氏は、社外取締役であります。
4. 監査役 窪田哲夫氏、五十嵐雅子氏、森健夫氏は、社外監査役であります。
5. 社外取締役 東條巌氏、馬野耕至氏、社外監査役 窪田哲夫氏、五十嵐雅子氏、森健夫氏は、東京証
券取引所の有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員として同取引所に届け出ております。

6. 取締役 佐藤博志氏につき、以下のとおり変更しております。
令和４年10月１日 担当：執行役員
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7. 当社では、取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化、執行責任の明確化及び業務執行の迅速化を
図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で、取締役を兼務している上記２名
のほか、以下の８名で構成されております。

職 名 氏 名
執 行 役 員 経 営 企 画 室 長 岩 田 一 輝
執 行 役 員 マ ー ケ テ ィ ン グ 部 長 田 中 輝
執 行 役 員 企 画 営 業 本 部 長 東 寺 浩
執 行 役 員 営 業 本 部 長 結 川 昌 憲
執 行 役 員 営 業 技 術 部 長 長 岡 豪
執 行 役 員 開 発 本 部 長 平 井 秀 和
執 行 役 員 シ ス テ ム 部 長 吉 田 毅 洋
執 行 役 員 事 業 推 進 室 長 松 田 淳
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② 取締役及び監査役の報酬等の額

役員区分 報酬等の総額 報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる
（千円） 基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等 役員の員数（人）

取 締 役
（うち社外取締役）

47,600
（2,600）

46,800
（2,400）

800
（200）

―
（―）

5
（2）

監 査 役
（うち社外監査役）

8,100
（2,900）

7,500
（2,700）

600
（200）

―
（―）

5
（4）

計
（う ち 社 外 役 員）

55,700
（5,500）

54,300
（5,100）

1,400
（400）

―
（―）

10
（6）

（注） 1. 取締役の金銭報酬の額は、平成12年12月21日開催の第21期定時株主総会において年額100,000千円
以内（但し使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）と決議しております。
本定時株主総会終結時点での取締役の員数は５名（うち社外取締役２名）であります。

2. 監査役の金銭報酬の額は、平成14年12月19日開催の第23期定時株主総会において年額20,000千円以
内と決議しております。
本定時株主総会終結時点での監査役の員数は４名（うち社外監査役３名）であります。

3. 業績連動報酬等として取締役及び監査役に対して賞与を支給しております。
業績連動報酬等の額の算定の基礎として選定した業績指標の内容は、連結経常利益・親会社株主に帰
属する当期純利益であり、当該業績指標を選定した理由は、当社グループの収益性を示す指標として
重視しているためです。なお、当年度を含む業績指標の推移は、Ⅰ 企業集団の現況に関する事項
５．財産及び損益の状況に記載のとおりです。
当該業績指標の値及び当社の同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の報酬水準を踏ま
え、対象者の職責及び実績に応じた額を支給しております。

③ 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等
当社は令和３年２月開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定
方針等を決議しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等の内容は次のとおりであります。
1.基本方針

当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に
機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては
各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締
役の報酬は、固定報酬としての基本報酬および業績連動報酬としての賞与により構成す
ることとする。
2.基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
（報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。）
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、当該取締役の職責および実績、経

営内容や経済情勢に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準および当社と同
程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の報酬水準をも考慮しながら、総合
的に勘案して決定するものとする。

2022年11月25日 17時16分 $FOLDER; 13ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

株
主
総
会
参
考
書
類

― 14 ―

3.業績連動報酬等の内容および額の算定方法の決定に関する方針
（報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。）
業績連動報酬等は、取締役の任期１年間の成果に報いる趣旨で支給する現金報酬と

し、グループ全体の年間の企業活動の成果である利益水準および当社と同程度の事業規
模や関連する業種・業態に属する企業の報酬水準を踏まえ、当該取締役の職責および実
績に応じた額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。その支給の可否および支給額
の合計については取締役会にて決定する。
4.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容
について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各
取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分の決定とする。

④ 取締役の個人別の報酬額の内容の決定に係る委任に関する事項
当事業年度におきましては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長佐藤俊和が
取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、各取締
役の基本報酬の額及び業績連動報酬等の配分であります。これらの権限を委任した理由
は、当社全体の業績を俯瞰しつつ当該取締役の職責、経営への貢献度の評価を行うの
は、代表取締役社長が適任であると判断しているためであります。

⑤ 責任限定契約の内容の概要
該当する事項はありません。

⑥ 社外役員に関する事項
1.重要な兼職先と当社との関係

社外取締役 東條巌氏は、株式会社数理技研特別顧問及び長城コンサルティング株式
会社社外取締役を兼任しております。当社と株式会社数理技研の間には重要な取引その
他の関係はありません。当社は長城コンサルティング株式会社の株式を1.4％保有して
おります。
社外取締役 馬野耕至氏は、東京メトロポリタンテレビジョン株式会社社外取締役を

兼任しております。当社は東京メトロポリタンテレビジョン株式会社の株式を3.5％保
有しております。
社外監査役 五十嵐雅子氏は、学校法人メイ・ウシヤマ学園理事長補佐、ハリウッド

大学院大学特任教授及び株式会社愛郷舎代表取締役を兼任しております。当社と学校法
人メイ・ウシヤマ学園並びにハリウッド大学院大学の間には重要な取引その他の関係は
ありません。当社は株式会社愛郷舎の株式を8.7％保有しております。
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社外監査役 森健夫氏は、関西広域連合本部事務局参与・大阪関西万博担当企画参事、
ワールドマスターズゲームズ2021関西組織委員会参与、京都大学経営管理大学院特命
教授、関西広域交通システム研究会事務局長及びCOE総研株式会社代表取締役を兼任
しております。当社はワールドマスターズゲームズ2021関西組織委員会及びCOE総研
株式会社と、乗換案内事業において取引関係があります。当社とその他の各兼職先との
間には重要な取引その他の関係はありません。

2.当事業年度における主な活動状況
区 分 氏 名 出 席 状 況 主 な 発 言 内 容

社外取締役
東條 巌 取締役会７／７回 (100％)

長年にわたりシステム開発会社の経営にあたられた豊富
な経験、知識を活かし、取締役会の意思決定の妥当性・
適正性を確保するための助言・提言を行っております。

馬野 耕至 取締役会７／７回 (100％)
メディア戦略の企画等に関する豊富な経験、知識を活か
し、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するた
めの助言・提言を行っております。

社外監査役

窪田 哲夫
取締役会７／７回 (100％)
監査役会

11／11回 (100％)

豊富なビジネス経験と当社に関連する業界に精通した幅
広い見識を活かし、取締役会においては経営全般にわた
って発言を行い、監査役会においては業務の適正化の観
点から監査業務全般について発言を行っております。

五十嵐 雅子
取締役会７／７回 (100％)
監査役会

11／11回 (100％)

長年教育に携わったことによる深い見識、会社経営によ
る豊富な経験から、取締役会では経営全般にわたって客
観的な発言を行い、監査役会においては業務の適正化の
観点から監査業務全般について発言を行っております。

森 健夫 取締役会５／５回 (100％)
監査役会９／９回 (100％)

地方公共団体（広域連合）の業務に携わり、当社の事業
に関連する領域における豊富な知識と経験を有すること
から、取締役会においては経営全般に有効な発言を行
い、監査役会においては業務の適正化の観点から監査業
務全般について発言を行っております。

（注） 1. 社外監査役 森健夫氏については、令和３年12月23日の就任後に開催された取締役会及び監査役会へ
の出席状況を記載しております。

2. 上記の取締役会の開催回数の他、会社法第370条及び当社定款第25条の規定に基づき、取締役会の決
議があったものとみなす書面同意が３回ありました。

⑦ その他会社役員に関する重要な事項
該当する事項はありません。
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4. 会計監査人の状況
① 会計監査人の名称

EY新日本有限責任監査法人

② 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
1.当社の会計監査人としての報酬等の額

40,500千円
上記金額には金融商品取引法に基づく監査に対する報酬等の額を含めております。
2.当社及び当社子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額
40,500千円

（注） 当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、
会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬見積りの算定根拠などを確認し、検討した結果、
会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を行っております。

③ 非監査業務の内容
該当する事項はありません。

④ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断し

た場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を株主総会に提出いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める事項に該当すると認められる

場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役
会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任
した旨と解任の理由を報告いたします。

5. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業
務の適正を確保するための体制についての決定事項の概要は以下のとおりであります。

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1.取締役及び使用人は、社会倫理、法令、定款及び各種社内規程等を遵守するとともに、
「経営理念」に基づいた適正かつ健全な企業活動を行う。
2.取締役会は、「取締役会規程」「職務権限規程」等の職務の執行に関する社内規程を整備
し、使用人は定められた社内規程に従い業務を執行する。
3.コンプライアンスの状況は、各部門責任者を兼ねる執行役員が参加する執行役員会等を
通じて取締役及び監査役に対し報告を行う。各部門責任者は、部門固有のコンプライア
ンス上の課題を認識し、法令遵守体制の整備及び推進に努める。
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4.代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、各部門の業務執行及びコンプライアンスの
状況等について定期的に監査を実施し、その評価を代表取締役社長及び監査役に報告す
る。また、法令違反その他法令上疑義のある行為等については、社内報告体制として内
部通報制度を構築し運用するものとし、社外からの通報については、経営企画室を窓口
として定め、適切に対応する。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
1.取締役の職務の執行に係る記録文書、稟議書、その他の重要な情報については、文書ま
たは電磁的媒体に記録し、法令及び「文書管理規程」「稟議規程」等に基づき、適切に
保存及び管理する。
2.取締役及び監査役は、必要に応じてこれらの文書等を閲覧できるものとする。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1.取締役会は、コンプライアンス、個人情報、品質、セキュリティ及びシステムトラブル
等の様々なリスクに対処するため、社内規程を整備し、定期的に見直すものとする。
2.リスク情報等については執行役員会等を通じて各部門責任者より取締役及び監査役に対
し報告を行う。個別のリスクに対しては、それぞれの担当部署にて、研修の実施、マニ
ュアルの作成・配布等を行うものとし、組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応は
経営企画室が行うものとする。
3.不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長指揮下の対策本部を設置し、必要に応
じて顧問法律事務所等の外部専門機関とともに迅速かつ的確な対応を行い、損害の拡大
を防止する体制を整える。
4.内部監査室は、各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を代表取締役社長に報告す
るものとし、取締役会において定期的にリスク管理体制を見直し、問題点の把握と改善
に努める。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1.取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化を行い、執行責任の明確化及び業務執行の
迅速化を図る観点から執行役員制度を採用する。
2.取締役会は３ヶ月に１回以上、または必要に応じて適時開催し、法令に定められた事項
のほか、経営理念、経営方針、中期経営計画及び年次予算を含めた経営目標の策定及び
業務執行の監督等を行う。各部門においては、その目標達成に向け具体策を立案・実行
する。
3.執行役員は、社長執行役員の指示の下、取締役会決議及び社内規程等に基づき自己の職
務を執行する。執行役員会を原則として月に１回以上、または必要に応じて適時開催す
る。執行役員会は会社経営に関する情報を相互に交換し、必要に応じ、あるいは取締役
会の求めに応じて取締役会に対し、経営政策、経営戦略を進言するものとする。
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4.各部門においては、「職務権限規程」及び「業務分掌規程」に基づき権限の委譲を行い、
責任の明確化を図ることで、迅速性及び効率性を確保する。

⑤ 当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
1.子会社の経営については「関係会社管理規程」に基づき、当社に対し事業内容の定期的
な報告を行い、重要案件については事前協議等を行う。
2.子会社のコンプライアンス体制の整備及び運用並びにリスク管理等は経営企画室が行う
ものとし、必要に応じて子会社の取締役または監査役として当社の取締役、監査役また
は使用人が兼任するものとする。取締役は当該会社の業務執行状況を監視・監督し、監
査役は当該会社の取締役の職務執行状況を監査する。
3.当社の監査役及び内部監査室は、子会社の監査役や管理部門と連携し、子会社の取締役
及び使用人の職務執行状況の監査や指導を行うものとする。
4.その他、子会社における業務の適正を確保するための体制の整備に当たっては、①、③
及び④を準用する。

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関
する事項並びに当該使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性
の確保に関する事項
1.監査役は、管理部門所属の使用人に監査業務に必要な事項を指示することができる。指
示を受けた使用人はその指示に関して監査役の指揮命令のみに従うものとし、取締役、
部門長等の指揮命令を受けないものとする。なお、当該使用人の人事については、事前
に取締役と監査役が意見交換を行い、決定することとする。

⑦ 取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人等が監査役に報告をするた
めの体制その他の監査役への報告に関する体制
1.監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会等の
重要な会議に出席し、必要に応じ稟議書等の重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に
説明を求めることができることとする。
2.当社の取締役及び使用人、並びに子会社の取締役、監査役及び使用人等は、当社の監査
役に対して、法定の事項に加え、業務または業績に重大な影響を与える事項、内部監査
の実施状況、内部通報制度による通報状況及びその内容を報告する体制を整備し、監査
役の情報収集・交換が適切に行えるよう協力する。
3.監査役への報告を行った当社の取締役及び使用人、または子会社の取締役、監査役及び
使用人等に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、
その旨を当社並びに子会社の取締役及び使用人に周知徹底する。
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⑧ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1.監査役は、内部監査室と連携を図り情報交換を行い、必要に応じて内部監査に立ち会う
ものとする。
2.監査役は、法律上の判断を必要とする場合は、随時顧問法律事務所等に専門的な立場か
らの助言を受け、会計監査業務については、会計監査人に意見を求めるなど必要な連携
を図ることとする。
3.監査役がその職務の執行について、費用の前払いまたは償還、負担した債務の弁済を請
求したときは、当該請求に係る費用等が監査役の職務の執行に必要でないと証明された
場合を除き、速やかに費用または債務を処理するものとする。

⑨ 財務報告の信頼性を確保するための体制
1.内部統制システムの構築に関する基本方針及び別途定める「財務報告に係る内部統制の
基本方針」に基づき、財務報告に係る内部統制の整備及び運用を行う。

⑩ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.反社会的勢力とは一切の関係を持たないこと、不当要求については拒絶することを基本
方針とし、これを各種社内規程等に明文化する。また、取引先がこれらと関わる個人、
企業、団体等であることが判明した場合には取引を解消する。
2.総務部を反社会的勢力対応部署と位置付け、情報の一元管理・蓄積等を行う。また、役
員及び使用人が基本方針を遵守するよう教育体制を構築するとともに、反社会的勢力に
よる被害を防止するための対応方法等を整備し周知を図る。
3.反社会的勢力による不当要求が発生した場合には、警察及び顧問法律事務所等の外部専
門機関と連携し、有事の際の協力体制を構築する。

また、上記業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。

① 当社の取締役会の機能及び経営効率を高めるため、執行役員会を毎月１回開催し、当社
各部門及び子会社の活動状況を報告するとともに、業務執行に関する事項に関して審議
及び検討を行っております。また、当該執行役員会には当社の取締役及び監査役が原則
として全員出席することにより、審議過程及び経営施策の適法性の確保に努めておりま
す。
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② 子会社の事業の状況については、「関係会社管理規程」に基づき適宜情報交換を行い、
重要案件については事前協議を行うなど、子会社の管理・支援の強化に取り組んでおり
ます。また、当社の取締役会では、子会社管理を担当する執行役員経営企画室長が出席
し、各社の業績及び営業状況を報告することにより、取締役及び監査役の情報共有と当
社グループ全体の経営管理の充実を図っております。

③ 財務報告の適正性と信頼性を確保するため、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性を
勘案して評価範囲を決定し、内部監査室が作成した内部統制評価スケジュールに基づい
て当社グループ全体の内部統制の有効性に係る評価を実施しております。

④ 監査役会は社外監査役３名を含む監査役４名で構成され、監査に関する重要な事項につ
いて報告を受け、協議及び決議を行っております。また、常勤監査役は、代表取締役及
び会計監査人と定期的あるいは随時に会合し、重要な社内会議にも出席することにより
監査の実効性の向上を図っております。

6. 剰余金の配当等の決定に関する方針
剰余金の配当につきましては、将来の事業展開と経営体質強化のために必要な内部留保を
確保しつつ、ある程度配当の継続性・安定性を考慮した上で、経営成績に応じた配当を実施
していくことを基本方針としております。その上で、基本方針に基づく具体的な目標とし
て、連結配当性向20％を定めております。
これと合わせ、資本効率の向上を図るとともに、企業環境の変化に対応した機動的な資本
政策の遂行を可能とするため、状況に応じて自己株式の取得を弾力的に実施していく方針で
す。
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連 結 貸 借 対 照 表
（令和４年９月30日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額
資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受取手形、売掛金及び契約資産
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
前 渡 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
機 械 装 置 及 び 運 搬 具
工 具、 器 具 及 び 備 品
土 地
無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
敷 金 及 び 保 証 金
長 期 貸 付 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

4,456,386
3,646,157
573,231
23,276
150
58

51,641
179,619
△17,748
1,365,655
530,630
168,651
3,688
96,715
261,575
132,626
131,098
1,528

702,398
434,529
179,226
14,640
57,945
32,017

△15,960

流 動 負 債
支 払 手 形 及 び 買 掛 金
１年内返済予定の長期借入金
未 払 費 用
未 払 法 人 税 等
未 払 消 費 税 等
契 約 負 債
賞 与 引 当 金
役 員 賞 与 引 当 金
そ の 他

固 定 負 債
長 期 借 入 金
そ の 他

830,173
164,553
9,996
52,445
26,063
24,488
423,877
46,581
1,400
80,767
22,447
20,008
2,439

負 債 合 計 852,620
純 資 産 の 部

株 主 資 本
資 本 金
資 本 剰 余 金
利 益 剰 余 金
自 己 株 式

その他の包括利益累計額
為 替 換 算 調 整 勘 定
非 支 配 株 主 持 分

4,853,807
277,375
512,421
4,185,545
△121,534
78,972
78,972
36,641

純 資 産 合 計 4,969,421
資 産 合 計 5,822,041 負 債 ・ 純 資 産 合 計 5,822,041

（注） 千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書
(令和令和３４年年10９月月１30日から日まで)

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 2,651,761
売 上 原 価 1,392,834

売 上 総 利 益 1,258,927
販 売費及び一般管理費 1,294,405

営 業 損 失 35,478
営 業 外 収 益
受 取 利 息 1,053
受 取 配 当 金 1,478
為 替 差 益 163,059
受 取 事 務 手 数 料 327
助 成 金 収 入 65,732
受 取 家 賃 8,922
雑 収 入 345 240,918

営 業 外 費 用
支 払 利 息 20
持 分 法 に よ る 投 資 損 失 1,114
投 資 事 業 組 合 運 用 損 1,681
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 253
賃 貸 収 入 原 価 5,918
雑 損 失 277 9,265
経 常 利 益 196,174

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 9,673
減 損 損 失 27,155
投 資 有 価 証 券 評 価 損 18,209 55,037

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 141,137
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 64,414
法 人 税 等 調 整 額 25,047 89,461
当 期 純 利 益 51,675
非支配株主に帰属する当期純損失 13,758
親会社株主に帰属する当期純利益 65,435
（注） 千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
(令和令和３４年年10９月月１30日から日まで)

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当 期 首 残 高 277,375 512,421 4,188,774 △91,590 4,886,980

会計方針の変更による累積的影響額 △37,823 △37,823

会計方針の変更を反映した当期首残高 277,375 512,421 4,150,950 △91,590 4,849,156
連結会計年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △30,840 △30,840
親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益 65,435 65,435

自 己 株 式 の 取 得 △29,943 △29,943
株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 ― ― 34,595 △29,943 4,651
当 期 末 残 高 277,375 512,421 4,185,545 △121,534 4,853,807

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
非支配株主持分 純 資 産 合 計

為替換算調整勘定 その他の包括利益累計額合計
当 期 首 残 高 35,902 35,902 49,808 4,972,690
会計方針の変更による累積的影響額 △37,823

会計方針の変更を反映した当期首残高 35,902 35,902 49,808 4,934,866
連結会計年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △30,840
親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益 65,435

自 己 株 式 の 取 得 △29,943
株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額(純額) 43,070 43,070 △13,166 29,903

連結会計年度中の変動額合計 43,070 43,070 △13,166 34,554
当 期 末 残 高 78,972 78,972 36,641 4,969,421
(注) 千円未満を切り捨てて表示しております。
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貸 借 対 照 表
（令和４年９月30日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額
資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受取手形、売掛金及び契約資産
商 品 及 び 製 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
前 渡 金
前 払 費 用
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
車 両 運 搬 具
工 具、 器 具 及 び 備 品
土 地
無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
電 話 加 入 権
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
長 期 貸 付 金
関 係 会 社 長 期 貸 付 金
長 期 滞 留 債 権
長 期 前 払 費 用
敷 金 及 び 保 証 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

3,680,181
3,017,437
470,004

291
18

37,560
73,798
101,019
△19,949
1,670,017
361,215
103,636
3,017
91,428
163,132
132,197
131,098
1,099

1,176,603
414,680
443,700
14,640
156,740
3,460
25,562
133,146
54,738
2,895

△72,960

流 動 負 債
買 掛 金
未 払 金
未 払 費 用
未 払 法 人 税 等
未 払 消 費 税 等
契 約 負 債
預 り 金
前 受 収 益
賞 与 引 当 金
役 員 賞 与 引 当 金
そ の 他

固 定 負 債
そ の 他

765,752
163,203
47,813
45,983
19,218
18,148
410,307
6,755
1,359
42,000
1,400
9,562
2,439
2,439

負 債 合 計 768,191
純 資 産 の 部

株 主 資 本
資 本 金
資 本 剰 余 金
資 本 準 備 金
そ の 他 資 本 剰 余 金
利 益 剰 余 金
利 益 準 備 金
そ の 他 利 益 剰 余 金
別 途 積 立 金
繰 越 利 益 剰 余 金

自 己 株 式

4,582,006
277,375
289,128
284,375
4,753

4,137,038
3,600

4,133,438
20,000

4,113,438
△121,534

純 資 産 合 計 4,582,006
資 産 合 計 5,350,198 負 債 ・ 純 資 産 合 計 5,350,198

（注） 千円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書
(令和令和３４年年10９月月１30日から日まで)

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 2,267,645
売 上 原 価 1,218,320

売 上 総 利 益 1,049,324
販 売費及び一般管理費 1,082,933

営 業 損 失 33,608
営 業 外 収 益
受 取 利 息 3,209
受 取 配 当 金 5,316
為 替 差 益 155,565
受 取 事 務 手 数 料 8,290
経 営 指 導 料 9,818
助 成 金 収 入 60,232
受 取 家 賃 10,728
雑 収 入 219 253,380

営 業 外 費 用
投 資 事 業 組 合 運 用 損 1,681
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 15,253
賃 貸 収 入 原 価 5,918
雑 損 失 277 23,131
経 常 利 益 196,640

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 44,084 44,084

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 9,673
投 資 有 価 証 券 評 価 損 18,209 27,882

税 引 前 当 期 純 利 益 212,843
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 52,574
法 人 税 等 調 整 額 26,404 78,978
当 期 純 利 益 133,864
（注） 千円未満を切り捨てて表示しております。
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株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
(令和令和３４年年10９月月１30日から日まで)

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金 そ の 他
資本剰余金 利益準備金

その他利益剰余金

別途積立金 繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 277,375 284,375 4,753 3,600 20,000 4,049,934
会計方針の変更による累積的影響額 △39,521

会計方針の変更を反映した当期首残高 277,375 284,375 4,753 3,600 20,000 4,010,413
当事業年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △30,840
当 期 純 利 益 133,864
自 己 株 式 の 取 得

当事業年度中の変動額合計 ― ― ― ― ― 103,024
当 期 末 残 高 277,375 284,375 4,753 3,600 20,000 4,113,438

株 主 資 本

純 資 産 合 計
自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 △91,590 4,548,447 4,548,447
会計方針の変更による累積的影響額 △39,521 △39,521

会計方針の変更を反映した当期首残高 △91,590 4,508,926 4,508,926
当事業年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △30,840 △30,840
当 期 純 利 益 133,864 133,864
自 己 株 式 の 取 得 △29,943 △29,943 △29,943

当事業年度中の変動額合計 △29,943 73,080 73,080
当 期 末 残 高 △121,534 4,582,006 4,582,006
（注） 千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本
独立監査人の監査報告書

令和４年11月25日
ジョルダン株式会社

取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 本 多 茂 幸

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 西 口 昌 宏

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、ジョルダン株式会社の令和３年10月１日から令和

４年９月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主
資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、ジョルダン株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損
益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連
結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。
監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。
以 上
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会計監査人の監査報告書 謄本
独立監査人の監査報告書

令和４年11月25日
ジョルダン株式会社

取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 本 多 茂 幸

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 西 口 昌 宏

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ジョルダン株式会社の令和３年10月１日か

ら令和４年９月30日までの第43期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。
計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書 謄本
監査報告書

当監査役会は、令和３年10月１日から令和４年９月30日までの第43期事業年度の取締役の職務の執行に関し
て、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下の通り報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受

けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求
めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、
内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以
下の方法で監査を実施しました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、
必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の
状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報
の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制そ
の他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法
施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基
づき整備されている体制（内部統制システム）の状況を監視及び検証いたしました。なお、財務報告に
係る内部統制については、取締役等及びEY新日本有限責任監査法人から当該内部統制の評価及び監査の
状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、
会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計
監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲
げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備して
いる旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損
益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システム
に関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人 EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人 EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
令和４年11月25日

ジョルダン株式会社 監査役会
常勤監査役 湯 澤 千 克 ㊞
社外監査役 窪 田 哲 夫 ㊞
社外監査役 五 十 嵐 雅 子 ㊞
社外監査役 森 健 夫 ㊞

以上

2022年11月25日 17時16分 $FOLDER; 31ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

株
主
総
会
参
考
書
類

― 32 ―

株主総会参考書類

議案及び参考事項
第１号議案 定款一部変更の件
1. 提案の理由
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年 法律第70号）附則第１条ただし書きに規定
する株主総会資料の電子提供制度が令和４年９月１日に施行されたことに伴い、株主総会
参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨及び書面交付請求をした株主
に交付する書面に記載する事項の範囲を限定することができる旨の規定を設けるものであ
ります。
また、現行の株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定は不要とな

るため、これを削除するとともに、これらの変更に伴う経過措置等に関する附則を設ける
ものであります。

2. 変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更部分）
現 行 定 款 変 更 案

（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし
提供）
第14条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総

会参考書類、事業報告および計算書類に記
載または表示をすべき事項に係る情報を、
法務省令に定めるところに従いインターネ
ットを利用する方法で開示することにより、
株主に対して提供したものとみなすことが
できる。

（削除）

（新設） （電子提供措置等）
第14条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総

会参考書類等の内容である情報について、
電子提供措置をとるものとする。

② 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち
法務省令で定めるものの全部または一部に
ついて、議決権の基準日までに書面交付請
求した株主に対して交付する書面に記載し
ないことができる。
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（下線は変更部分）
現 行 定 款 変 更 案

（新設） （附則）
① 変更後定款第14条（電子提供措置等）の規

定にかかわらず、令和５年２月末日までの
日を株主総会の日とする株主総会について
は、変更前定款第14条（株主総会参考書類
等のインターネット開示とみなし提供）は
なお効力を有する。

② 本附則は、令和５年３月１日または前項の
株主総会の日から３か月を経過した日のい
ずれか遅い日後にこれを削除する。
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第２号議案 取締役５名選任の件
取締役５名全員が本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役５名

の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社株式の数

１

再任

佐
さ
藤
とう
俊
とし
和
かず

(昭和24年８月24日)

昭和54年12月 株式会社ジョルダン情報サービス（現ジョルダン
株式会社）設立
代表取締役社長（現任）

平成18年12月 当社社長執行役員（現任）
平成24年６月 Jorudan Transit Directory, Inc. 設立

President（現任）
平成29年４月 コンパスティービー株式会社

代表取締役社長（現任）
平成30年７月 J MaaS株式会社設立

代表取締役社長（現任）
令和２年７月 株式会社悟空出版

代表取締役社長（現任）

2,627,660株

２

再任

坂
さか
口
ぐち

京
ひろし

(昭和24年７月19日)

昭和52年10月 株式会社エル・エス・アイ入社
昭和54年12月 当社入社

取締役（現任）
推論機構室マネージャー

平成15年11月 当社開発本部長
平成18年12月 当社執行役員
平成23年10月 当社研究開発部長

333,980株
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社株式の数

３
新任

玉
たま
野
の
博
ひろ
昭
あき

(昭和35年11月13日)

昭和58年11月 アーサーアンダーセン公認会計士共同事務所（現
アクセンチュア）入社

平成２年４月 株式会社三和総合研究所（現三菱UFJリサーチ&
コンサルティング株式会社）入社

平成10年１月 株式会社サンクネット設立
代表取締役（現任）

平成20年12月 当社取締役
平成28年７月 当社執行役員
平成29年３月 マルタ産業株式会社監査役（現任）
平成30年１月 MC&P株式会社監査役（現任）
平成30年６月 株式会社カスタメディア取締役（現任）
令和４年３月 株式会社アウトシェア設立

代表取締役（現任）

100株

４
再任 社外 独立

東
とう

條 巌
じょう いわお

(昭和19年２月14日)

昭和54年３月 株式会社数理技研設立
代表取締役社長

昭和63年４月 長城コンサルティング株式会社社外取締役
（現任）

平成11年５月 東京めたりっく通信株式会社設立
代表取締役会長

平成23年３月 株式会社数理技研特別顧問（現任）
平成28年12月 当社取締役（現任）

―株

５

再任 社外 独立

馬
うま
野
の
耕
こう
至
じ

(昭和28年５月16日)

平成７年９月 株式会社読売新聞社（現株式会社読売新聞東京本
社）政治部主任

平成15年９月 同社メディア戦略局開発部長
平成18年４月 同社メディア戦略局専門委員
平成18年６月 東京メトロポリタンテレビジョン株式会社社外取

締役（現任）
平成23年６月 株式会社ＣＳ日本取締役
平成24年６月 同社常務取締役
平成28年６月 同社専務取締役
平成29年６月 同社取締役副社長
平成29年12月 当社取締役（現任）
令和元年６月 株式会社ＣＳ日本特別顧問

―株
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（注）１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．取締役候補者 東條巌氏及び馬野耕至氏は、社外取締役候補者であります。
なお、当社は東條巌氏及び馬野耕至氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取
引所に届け出ており、両氏が選任された場合は、引き続き両氏を独立役員とする予定であります。

３．社外取締役候補者の選任理由及び在任期間
東條巌氏は、長年にわたり、システム開発会社の経営にあたられた豊富な経験、知識を有しており、
それらを当社の経営に活かしていただくため、社外取締役候補者として選任をお願いするものであり
ます。
なお、同氏の社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって６年となります。
馬野耕至氏は、メディア戦略の企画等に関する豊富な経験、知識を有しており、当社の事業に有益な
助言をいただけるものと判断し、社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。
なお、同氏の社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって５年となります。
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第３号議案 会計監査人選任の件
当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、本総会終結の時をもって任期満

了により退任されますので、監査役会の決定に基づき、新たにESネクスト有限責任監査法
人を会計監査人に選任することにつき、ご承認をお願いするものであります。
なお、監査役会がESネクスト有限責任監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、新

たな視点で監査ができるとともに、当社の事業規模に適した監査体制と監査費用等であるこ
と、会計監査人としての独立性及び専門性、品質管理体制、監査実績等を総合的に勘案した
結果、適任と判断したためであります。
会計監査人候補者は、次のとおりであります。

（令和４年11月１日現在）
名 称 ESネクスト有限責任監査法人

主たる事務所の所在地 東京都千代田区大手町二丁目２番１号 大手町野村ビル９階

沿 革

令和２年７月 ESネクスト監査法人設立
令和４年２月 有限責任監査法人への移行に伴い、ESネクスト有限責任

監査法人へ名称変更
令和４年４月 社外ガバナンス委員３名就任

概 要

構 成 人 員 社員 24名
職員（公認会計士） 19名
職員（公認会計士試験合格者等） 22名
職員（その他専門職） 16名
職員（事務職） ７名
合計 88名

関 与 会 社 数 129社
資 本 金 24百万円

以 上
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東京都新宿区西新宿一丁目26番２号　新宿野村ビル2階
野村コンファレンスプラザ新宿　コンファレンスＡ
　　  03-3348-6513

都営地下鉄大江戸線「都庁前」駅B2出口 　　　 徒歩３分
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会　場

交　通

電 話
※ 会場へのアクセスについては、

モバイルサイトでも
ご案内しております。

「株主総会のご案内」
（https://www.jorudan.co.jp/ir/access.html）

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

005_9275401102212.indd   2005_9275401102212.indd   2 2022/11/25   13:20:452022/11/25   13:20:45




